
募
　集

　
市
は
、
現
在
配
信
し
て
い
る
３
つ

の
防
災
に
関
す
る
登
録
制
メ
ー
ル
に

つ
い
て
、
平
成
30
年
４
月
に
『
登
別

市
防
災
メ
ー
ル
』
へ
一
本
化
し
、
そ

の
他
の
メ
ー
ル
を
廃
止
す
る
予
定
で

す
。
ま
だ
『
登
別
市
防
災
メ
ー
ル
』

の
登
録
を
さ
れ
て
い
な
い
方
は
、
登

録
を
お
願
い
し
ま
す
。

登�

録
方
法
　
次
の
二
次
元
バ
ー
コ
ー

ド
を
読
み
取
る
か
、
専
用
ウ
ェ
ブ

サ
イ
ト
（https://service.sug�

um
ail.com

/noboribetsu/

）
か

ら
Ｅ
メ
ー
ル
を
送
信
し
、
登
録
す

る
こ
と
で
受
信
で

き
ま
す

※�

登
録
は
無
料
で
す
。

　
『
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
助
成
事
業
』
は
、

地
域
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
活
動
の
充
実
・

強
化
を
図
り
、
地
域
社
会
の
健
全
な

発
展
と
住
民
福
祉
の
向
上
に
寄
与
す

る
こ
と
を
目
的
と
し
た
７
種
類
の
助

成
事
業
で
す
。

　
そ
の
う
ち
の
一
つ
で
あ
る
『
一
般

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
助
成
事
業
』
で
は
、

住
民
が
自
主
的
に
行
う
コ
ミ
ュ
ニ
テ

ィ
活
動
の
促
進
を
図
る
た
め
に
、
必

要
な
設
備
の
整
備
に
関
し
て
助
成
を

受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

助�

成
金
額
　
100
万
円
～
250
万
円

申�

請
書
提
出
期
限
　
10
月
６
日
㈮

※�

『
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
助
成
事
業
』
の

詳
細
は
、
市
公
式
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト

を
ご
覧
い
た
だ
く
か
、
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
　
市
民
協
働
Ｇ

�

（
☎
�
１
０
７
９
）

さ
れ
て
支
給
さ
れ
る
制
度
で
す
。

対�

象
　
国
民
年
金
基
金
加
入
者
を
除

く
、
国
民
年
金
第
１
号
被
保
険
者

（
自
営
業
者
や
学
生
な
ど
）

問
い
合
わ
せ
　
年
金
・
長
寿
医
療
Ｇ

�

（
☎
�
２
１
３
７
）

階
市
民
ロ
ビ
ー
で
閲
覧
で
き
る
ほ

か
、
市
公
式
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
も

掲
載
し
て
い
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
　
監
査
委
員
事
務
局

�

（
☎
�
９
２
３
０
）

　
付
加
年
金
は
、
毎
月
の
定
額
保
険

料
（
平
成
29
年
度
は
１
万
６
千
490
円
）

に
月
額
400
円
の
付
加
保
険
料
を
あ
わ

せ
て
納
め
る
こ
と
で
、
付
加
保
険
料

を
納
め
た
月
数
に
200
円
を
乗
じ
た
額

が
老
齢
基
礎
年
金
に
、
毎
年
上
乗
せ

審�

査
内
容
　
各
会
計
決
算
及
び
土
地

開
発
基
金
の
運
用
状
況
審
査
、
財

政
健
全
化
及
び
経
営
健
全
化
審
査
、

公
営
企
業
会
計
決
算
審
査

審�

査
執
行
者
　
登
別
市
監
査
委
員
・

石い
し

山や
ま

正ま
さ

志し

、
木き

村む
ら

俊と
し

子こ

審
査
期
間
　
６
月
１
日
～
８
月
17
日

※�

決
算
審
査
意
見
書
は
、
市
役
所
１

　
中
小
企
業
退
職
金
共
済
制
度
は
、

国
の
退
職
金
制
度
で
す
。

　
10
月
は
、
未
加
入
企
業
に
対
し
、

制
度
説
明
会
・
個
別
相
談
会
を
開
催

し
、
す
で
に
加
入
し
て
い
る
企
業
に

も
新
規
採
用
従
業
員
の
追
加
加
入
を

促
進
し
て
い
ま
す
。

問�

い
合
わ
せ
　
中
小
企
業
退
職
金
共

済
事
業
本
部

　
（
☎
03

－
６
９
０
７

－

１
２
３
４
）

※�

通
信
料
が
か
か
り
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
　
総
務
Ｇ

�

（
☎
�
１
１
３
０
）

　
市
は
、
平
成
30
年
１
月
１
日
に
、
下
水
道
使
用
料
の
値

上
げ
（
平
均
約
15
㌫
）
を
行
い
ま
す
。

　
そ
こ
で
、
９
月
号
か
ら
12
月
号
ま
で
の
４
回
に
わ
た
り
、

下
水
道
使
用
料
の
改
定
に
つ
い
て
、
Ｑ
＆ア

ン
ド
Ａ
で
分
か
り
や

す
く
お
伝
え
し
て
い
き
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ
　
下
水
道
グ
ル
ー
プ
（
☎
�
９
０
５
２
）

　
市
公
式
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
で
は
、
使
用
料
の
改
定
が
必
要
と
な
っ
た
経
緯
や
改

定
後
の
料
金
早
見
表
な
ど
を
掲
載
し
て
い
ま
す
の
で
、
併
せ
て
ご
覧
く
だ
さ
い
。

防
災
に
関
す
る

登
録
制
メ
ー
ル
の
一
本
化

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
助
成
事
業

国
民
年
金
保
険
料
『
付
加
年
金
制
度
』

平
成
28
年
度
決
算
審
査
結
果

を
公
表
し
ま
す

中
小
企
業
退
職
金
共
済
制
度

の
加
入
促
進
強
化
月
間

どうなるの？
『下水道使用料』

１月分の使用料は、12月15日
ごろから１月15日ごろまでに
使用した量を基に計算するた
め、平成30年１月１日をまた
いで下水道を利用している場
合は、１月分までは全て現行
の料金表で計算し、２月分以
降から新しい料金表で計算し
ます。

使用料は、２カ月分を合わせ
て請求しています。支払月は、
お住まいの地域で異なります。
・奇数月に支払っている方
１月支払分 11月分 12月分
3月支払分 １月分 ２月分

・偶数月に支払っている方
２月支払分 12月分 １月分
4月支払分 ２月分 ３月分

新しい料金表で計算
された使用料は、い
つから支払
うことにな
るの？

何月分から値上げし
た料金で、計算され
るの？

30� くらしのガイド　市や国、道からのお知らせ

くらしのガイド

『
申
し
込
み
』

　
　
　
　
　
　
　
中
の
『
Ｇ
』
は
『
グ
ル
ー
プ
』
の
略
で
す

『
問
い
合
わ
せ
』


